
 

((中中間間農農業業地地域域、、⼭⼭間間農農業業地地域域のの農農業業所所得得ははそそれれぞぞれれ平平地地農農業業地地域域のの約約77割割、、約約44割割程程度度))  
農業経営体の農業所得1、農業⽣産関連

事業所得2、農外事業所得3の合計のうち、
農業所得の占める割合(農業依存度)を農
業地域類型別に⾒ると、都市的地域4の農
業依存度は45％と低い⼀⽅で、平地農業地
域5と中⼭間地域の依存度は88〜96％と⾼
くなっています(図図表表33--22--33)。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
また、中間農業地域6、⼭間農業地域7の1農業経営体当たりの農業所得は令和2(2020)年で

106万円、61万円であり、それぞれ平地農業地域の約7割、約4割となっています。中⼭間地
域では、傾斜度の⼤きい農地が多いといった地形条件等から、⼟地⽣産性や労働⽣産性が平
地農業地域と⽐べ低くなっており、農業粗収益が低く、農業経営費の占める割合がやや⾼い
ためと考えられます(図図表表33--22--44、、図図表表33--22--55)。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 ⽤語の解説2(4)を参照 
2 ⽤語の解説2(4)を参照 
3 ⽤語の解説2(4)を参照 
4 ⽤語の解説2(7)を参照 
5 ⽤語の解説2(7)を参照 
6 ⽤語の解説2(7)を参照 
7 ⽤語の解説2(7)を参照 

図表3-2-3 農業地域類型別の農業所得等 

資料：農林⽔産省「農業経営統計調査 令和2年営農類型別経営統計」
(個⼈経営体) 
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図表3-2-4 農業地域類型別の1農業経営体当 
たりの農業経営収⽀ 

資料：農林⽔産省「農業経営統計調査 令和2年営農類型別経営統計」
(個⼈経営体) 

 

4,620
7,059

5,633
3,987

953

1,530

1,059

605

5,573

8,589

6,692

4,592

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

都市的
地域

平地農業
地域

中間農業
地域

⼭間農業
地域

千円

農業所得
農業経営費

農業
粗収益

図表3-2-5 農業地域類型別の⼟地⽣産性・労 
働⽣産性 

資料：農林⽔産省「農業経営統計調査 令和2年営農類型別経営統計」(個
⼈経営体)を基に作成 

 注：⼟地⽣産性は経営耕地10a当たり付加価値額(千円)、労働⽣産性は
⾃営農業労働1時間当たり付加価値額(円) 
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第第22節節  地地域域のの特特性性をを活活かかししたた複複合合経経営営等等のの多多様様なな農農業業経経営営等等のの推推進進  

 
 
農村、特に中⼭間地域1では、⽶、野菜、果樹作等のほか、畜産、林業にも取り組む複合経

営を進め、所得と雇⽤機会を確保する必要があります。⼀⽅で、都市農業は、農業体験等に
おいて重要な役割を担っています。本節では、中⼭間地域の農業や都市農業の特性とそれら
を活かした多様な農業経営等の取組について紹介します。 

 
((11))  中中⼭⼭間間地地域域のの農農業業のの振振興興  
((中中⼭⼭間間地地域域のの農農業業経経営営体体数数、、農農地地⾯⾯積積、、農農業業産産出出額額はは全全国国のの約約44割割))  

中⼭間地域は、⼈⼝では全国の約1割で
すが、農業経営体2数、農地⾯積、農業産出
額では約4割、国⼟⾯積でも6割以上を占め
るなど、⾷料⽣産を担うとともに、豊かな
⾃然や景観の形成・保全といった多⾯的機
能3の発揮の⾯で重要な役割を担っていま
す(図図表表33--22--11)。 

 
 

 
 
 
 

((中中⼭⼭間間地地域域はは果果実実・・畜畜産産等等のの多多様様なな⽣⽣産産ににおおいいてて重重要要なな役役割割))  
農業産出額に占める中⼭間地域の割合

を品⽬別に⾒ると、令和2(2020)年は⽶や
穀物・⻨類の割合が3割程度の⼀⽅、果実
では4割以上、畜産では5割以上を占め全品
⽬の平均値である約4割より⾼くなってい
ます(図図表表33--22--22)。これは、果樹や畜産は地
形上の制約が⽐較的⼩さいためと考えら
れます。 
 

 
 
 
 

 
1 ⽤語の解説2(7)を参照 
2 ⽤語の解説1、2(1)を参照 
3 ⽤語の解説4を参照 

図表3-2-1 中⼭間地域の主要指標 

資料：*1 総務省「平成27年国勢調査」、*2 *5 農林⽔産省「2020年農林
業センサス」(組替集計)、*3「令和2年耕地及び作付⾯積統計」、
*4「令和2年⽣産農業所得統計」を基に農林⽔産省作成 

注：1) 農業地域類型区分は、平成29(2017)年12⽉改定のものによる。 
2) *1 *3 *4の中⼭間地域の数値は農林⽔産省による推計 
3) *5の中⼭間地域の数値は、市区町村別の総⼟地⾯積を⽤いて算

出しており、北⽅四島や境界未定の⾯積を含まない。 

全国 中⼭間地域 割合
⼈⼝(万⼈)*1 12,709 1,420 11.2%
農業経営体数(千経営体)*2 1,076 453 42.1%
農地⾯積(千ha)*3 4,372 1,617 37.0%
農業産出額(億円)*4 89,370 36,647 41.0%
総⼟地⾯積(千ha)*5 37,286 24,118 64.7%

図表3-2-2 農業産出額に占める中⼭間地域の 
割合 
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資料：農林⽔産省「⽣産農業所得統計」を基に作成 
  注：1) 中⼭間地域と全国の内訳については農林⽔産省による推計 

2) 農業産出額は令和2(2020)年の数値  
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((中中間間農農業業地地域域、、⼭⼭間間農農業業地地域域のの農農業業所所得得ははそそれれぞぞれれ平平地地農農業業地地域域のの約約77割割、、約約44割割程程度度))  
農業経営体の農業所得1、農業⽣産関連

事業所得2、農外事業所得3の合計のうち、
農業所得の占める割合(農業依存度)を農
業地域類型別に⾒ると、都市的地域4の農
業依存度は45％と低い⼀⽅で、平地農業地
域5と中⼭間地域の依存度は88〜96％と⾼
くなっています(図図表表33--22--33)。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
また、中間農業地域6、⼭間農業地域7の1農業経営体当たりの農業所得は令和2(2020)年で

106万円、61万円であり、それぞれ平地農業地域の約7割、約4割となっています。中⼭間地
域では、傾斜度の⼤きい農地が多いといった地形条件等から、⼟地⽣産性や労働⽣産性が平
地農業地域と⽐べ低くなっており、農業粗収益が低く、農業経営費の占める割合がやや⾼い
ためと考えられます(図図表表33--22--44、、図図表表33--22--55)。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 ⽤語の解説2(4)を参照 
2 ⽤語の解説2(4)を参照 
3 ⽤語の解説2(4)を参照 
4 ⽤語の解説2(7)を参照 
5 ⽤語の解説2(7)を参照 
6 ⽤語の解説2(7)を参照 
7 ⽤語の解説2(7)を参照 

図表3-2-3 農業地域類型別の農業所得等 

資料：農林⽔産省「農業経営統計調査 令和2年営農類型別経営統計」
(個⼈経営体) 
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図表3-2-4 農業地域類型別の1農業経営体当 
たりの農業経営収⽀ 

資料：農林⽔産省「農業経営統計調査 令和2年営農類型別経営統計」
(個⼈経営体) 

 

4,620
7,059

5,633
3,987

953

1,530

1,059

605

5,573

8,589

6,692

4,592

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

都市的
地域

平地農業
地域

中間農業
地域

⼭間農業
地域

千円

農業所得
農業経営費

農業
粗収益

図表3-2-5 農業地域類型別の⼟地⽣産性・労 
働⽣産性 

資料：農林⽔産省「農業経営統計調査 令和2年営農類型別経営統計」(個
⼈経営体)を基に作成 

 注：⼟地⽣産性は経営耕地10a当たり付加価値額(千円)、労働⽣産性は
⾃営農業労働1時間当たり付加価値額(円) 
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第第22節節  地地域域のの特特性性をを活活かかししたた複複合合経経営営等等のの多多様様なな農農業業経経営営等等のの推推進進  

 
 
農村、特に中⼭間地域1では、⽶、野菜、果樹作等のほか、畜産、林業にも取り組む複合経

営を進め、所得と雇⽤機会を確保する必要があります。⼀⽅で、都市農業は、農業体験等に
おいて重要な役割を担っています。本節では、中⼭間地域の農業や都市農業の特性とそれら
を活かした多様な農業経営等の取組について紹介します。 

 
((11))  中中⼭⼭間間地地域域のの農農業業のの振振興興  
((中中⼭⼭間間地地域域のの農農業業経経営営体体数数、、農農地地⾯⾯積積、、農農業業産産出出額額はは全全国国のの約約44割割))  

中⼭間地域は、⼈⼝では全国の約1割で
すが、農業経営体2数、農地⾯積、農業産出
額では約4割、国⼟⾯積でも6割以上を占め
るなど、⾷料⽣産を担うとともに、豊かな
⾃然や景観の形成・保全といった多⾯的機
能3の発揮の⾯で重要な役割を担っていま
す(図図表表33--22--11)。 

 
 

 
 
 
 

((中中⼭⼭間間地地域域はは果果実実・・畜畜産産等等のの多多様様なな⽣⽣産産ににおおいいてて重重要要なな役役割割))  
農業産出額に占める中⼭間地域の割合

を品⽬別に⾒ると、令和2(2020)年は⽶や
穀物・⻨類の割合が3割程度の⼀⽅、果実
では4割以上、畜産では5割以上を占め全品
⽬の平均値である約4割より⾼くなってい
ます(図図表表33--22--22)。これは、果樹や畜産は地
形上の制約が⽐較的⼩さいためと考えら
れます。 
 

 
 
 
 

 
1 ⽤語の解説2(7)を参照 
2 ⽤語の解説1、2(1)を参照 
3 ⽤語の解説4を参照 

図表3-2-1 中⼭間地域の主要指標 

資料：*1 総務省「平成27年国勢調査」、*2 *5 農林⽔産省「2020年農林
業センサス」(組替集計)、*3「令和2年耕地及び作付⾯積統計」、
*4「令和2年⽣産農業所得統計」を基に農林⽔産省作成 

注：1) 農業地域類型区分は、平成29(2017)年12⽉改定のものによる。 
2) *1 *3 *4の中⼭間地域の数値は農林⽔産省による推計 
3) *5の中⼭間地域の数値は、市区町村別の総⼟地⾯積を⽤いて算

出しており、北⽅四島や境界未定の⾯積を含まない。 

全国 中⼭間地域 割合
⼈⼝(万⼈)*1 12,709 1,420 11.2%
農業経営体数(千経営体)*2 1,076 453 42.1%
農地⾯積(千ha)*3 4,372 1,617 37.0%
農業産出額(億円)*4 89,370 36,647 41.0%
総⼟地⾯積(千ha)*5 37,286 24,118 64.7%

図表3-2-2 農業産出額に占める中⼭間地域の 
割合 
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資料：農林⽔産省「⽣産農業所得統計」を基に作成 
  注：1) 中⼭間地域と全国の内訳については農林⽔産省による推計 

2) 農業産出額は令和2(2020)年の数値  
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((22))  多多様様なな機機能能をを有有すするる都都市市農農業業のの推推進進  
((都都市市農農業業・・都都市市農農地地をを残残ししてていいくくべべききととのの回回答答がが77割割))  

都市農業は、都市という消費地に近接す
る特徴から、新鮮な農産物の供給に加えて、
農業体験・学習の場や災害時の避難場所の
提供、住⺠⽣活への安らぎの提供等の多様
な機能を有しています。 

都市農業が主に⾏われている市街化区域
内の農地が我が国の農地全体に占める割合
は1％と低いものの、農業経営体数と農業産
出額ではそれぞれ全体の13％と7％を占め
ており、野菜を中⼼とした消費地の中での
⽣産という条件を活かした農業が展開され
ています(図図表表33--22--77)。 

また、農林⽔産省が令和3(2021)年7⽉に実施した都市住⺠を対象とした調査では、都市農
業の多様な役割が評価され、都市農業・都市農地を残していくべきとの回答が70.5％となり
ました。 

 
 
 
 
 
 
 

 ((ココララムム))  中中⼭⼭間間地地域域ににおおけけるる稲稲作作部部⾨⾨ででのの複複合合経経営営とと販販売売⾦⾦額額のの関関係係  
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1,000万円以上 22..33%%

(稲作主位部⾨)

(稲作主位部⾨)

複複合合経経営営等等のの販販売売⾦⾦額額別別農農業業経経営営体体数数のの割割合合  
((中中⼭⼭間間地地域域、、稲稲作作部部⾨⾨販販売売⾦⾦額額第第11位位のの経経営営体体))  

資料：農林⽔産省「2020年農林業センサス」を基に集計・作成 
注：1) 農業地域類型区分は、平成29(2017)年12⽉改定のものによる。

2) 販売のある農業経営体のうち「単⼀経営」は販売⾦額1位部⾨
が8割以上、「準単⼀複合経営」は同6〜8割未満、「複合経営」
は同6割未満の経営体 

* ⽤語の解説3(1)を参照 

図表3-2-7 都市農業の主要指標 

資料：*1 農林⽔産省「2020年農林業センサス」、*2「令和2年耕地及び
作付⾯積統計」、*3「令和元年⽣産農業所得統計」、及び市街化区
域は総務省「固定資産の価格等の概要調書(令和2年)」、国⼟交通
省「都市計画現況調査(令和2年)」、東京都及び全国農業会議所調
べ(令和元年)を基に農林⽔産省作成 

注：市街化区域の数値は農林⽔産省による推計 

農業経営体*1 農業産出額*3

(万経営体) (億円)
全国 107.6 88,938

14.0 うち⽣産緑地 6,229
(13.0％) 1.2 (0.3%) (7.0％)

農地⾯積*2

(万ha)

437.2

市街化区域
(割合)

6.2 (1.4％)

 
中⼭間地域における稲作部⾨販売⾦額第1位

の農業経営体数の販売⾦額別の割合を⾒ると、
1,000万円以上の経営体の割合は、稲作単⼀経営
で2.3%に対して、準単⼀複合経営(稲作主位部
⾨)、複合経営(稲作主位部⾨)がそれぞれ10.1%、
9.6%となっています。 

中⼭間地域においては、農地の集積・集約化*

や農業⽣産基盤整備等による⽣産性の向上の取
組と併せて、稲作部⾨においては、地域の特性
を活かした多様な農業⽣産や農業⽣産関連事業
等を組み合わせた複合経営の取組が販売⾦額の
向上につながっていることがうかがえます。 

 

((中中⼭⼭間間地地域域のの特特性性をを活活かかししたた複複合合経経営営のの実実践践にに向向けけたた取取組組をを⽀⽀援援))  
加⼯・販売や農家⺠宿等の農業⽣産関連

事業の実施状況を農業地域類型別に⾒る
と、農業経営体数では中間農業地域が最も
多く、実施割合では他地域と同様に、中間
農業地域、⼭間農業地域とも10％程度とな
っています(図図表表33--22--66)。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
農林⽔産省は、⼩規模農家を始めとした多様な経営体がそれぞれにふさわしい農業経営を

実現するため、令和3(2021)年6⽉に公表した「新しい農村政策の在り⽅に関する検討会1」の
中間取りまとめを踏まえ、農業、畜産、林業も含めた多様な経営の組合せにより地域特性に
応じた複合経営実践の取組を⽀援していくこととしています。 

また、⼭村の有する多⾯的機能の維持・発揮に向け、⼭村への移住・定住を進め、⾃⽴的
発展を促すため、農林⽔産省は平成27(2015)年度から振興⼭村2の地域資源を活⽤した商品
開発等に取り組む地区(令和3(2021)年度は70地区)を⽀援しています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 第3章第3節を参照 
2「⼭村振興法」に基づき指定された区域。令和3(2021)年4⽉時点で、全市町村数の約4割に当たる734市町村において指定 

  
地地域域のの栗栗をを活活⽤⽤ししてて商商品品開開発発ししたた「「宇宇⽬⽬和和栗栗

う め わ ぐ り
ジジャャムム」」  

とと地地元元のの駅駅ででのの販販売売⾵⾵景景  
資料：宇⽬地域活性化協議会 
 注：⼤分県佐伯市の事例 

図表3-2-6 農業⽣産関連事業実施経営体数と 
農業経営体に占める割合 

資料：農林⽔産省「2020年農林業センサス」を基に作成 
注：農業地域類型区分は、平成29(2017)年12⽉改定のものによる。 
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((22))  多多様様なな機機能能をを有有すするる都都市市農農業業のの推推進進  
((都都市市農農業業・・都都市市農農地地をを残残ししてていいくくべべききととのの回回答答がが77割割))  

都市農業は、都市という消費地に近接す
る特徴から、新鮮な農産物の供給に加えて、
農業体験・学習の場や災害時の避難場所の
提供、住⺠⽣活への安らぎの提供等の多様
な機能を有しています。 

都市農業が主に⾏われている市街化区域
内の農地が我が国の農地全体に占める割合
は1％と低いものの、農業経営体数と農業産
出額ではそれぞれ全体の13％と7％を占め
ており、野菜を中⼼とした消費地の中での
⽣産という条件を活かした農業が展開され
ています(図図表表33--22--77)。 

また、農林⽔産省が令和3(2021)年7⽉に実施した都市住⺠を対象とした調査では、都市農
業の多様な役割が評価され、都市農業・都市農地を残していくべきとの回答が70.5％となり
ました。 

 
 
 
 
 
 
 

 ((ココララムム))  中中⼭⼭間間地地域域ににおおけけるる稲稲作作部部⾨⾨ででのの複複合合経経営営とと販販売売⾦⾦額額のの関関係係  
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1 第3章第3節を参照 
2「⼭村振興法」に基づき指定された区域。令和3(2021)年4⽉時点で、全市町村数の約4割に当たる734市町村において指定 

  
地地域域のの栗栗をを活活⽤⽤ししてて商商品品開開発発ししたた「「宇宇⽬⽬和和栗栗
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図表3-2-6 農業⽣産関連事業実施経営体数と 
農業経営体に占める割合 

資料：農林⽔産省「2020年農林業センサス」を基に作成 
注：農業地域類型区分は、平成29(2017)年12⽉改定のものによる。 
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((都都市市農農地地のの貸貸借借がが進進展展))  
⽣産緑地制度は、良好な都市環境の形成を図るため、市街化区域内の農地の計画的な保全

を図るものです。 
市街化区域内の農地⾯積が⼀貫して減少する中、⽣産緑地地区の農地⾯積は令和2(2020)

年で1.2万haとほぼ横ばいで推移しています(図図表表33--22--88)。 
令和4(2022)年には⽣産緑地地区の農地⾯積の約8割が⽣産緑地の指定から30年経過する

こととなりますが、その期限を10年延⻑する特定⽣産緑地制度により農地保全を継続できる
こととなっています。令和3(2021)年12⽉末時点で、令和4(2022)年に指定から30年経過する
⽣産緑地のうち、約86％が特定⽣産緑地に指定済み⼜は指定⾒込みとなっています。 

また、農業者の減少・⾼齢化が進む中、平成30(2018)年9⽉に都市農地貸借法1が施⾏され
たことにより、⽣産緑地地区内の農地の貸付けが安⼼して⾏えるようになりました。同法に
基づき貸借が認定・承認された農地⾯積については、令和2(2020)年度末時点で⽬標75万㎡
に対して、前年度末から20万9千㎡増加し、51万5千㎡となりました(図図表表33--22--99)。内訳は、
耕作の事業に関する計画の認定が221件、40万5千㎡、市⺠農園の開設の承認が71件、11万㎡
となっています。 

同法に基づき貸借される農地⾯積については令和6(2024)年度末に255万㎡とする⽬標を
設定しており、引き続き、同法の仕組みの現場での円滑かつ適切な活⽤を通じ、貸借による
都市農地の有効活⽤を図ることとしています。 

 

 
1 正式名称は「都市農地の貸借の円滑化に関する法律」(平成30年法律第68号) 

図表3-2-8 市街化区域内農地⾯積 

資料：総務省「固定資産の価格等の概要調書」、国⼟交通省「都市計画
現況調査」を基に農林⽔産省作成 
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